
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  未払い処理した事前確定届出給与              

Ｑ：当社は、役員の給与につき、事前確定

届出給与の届出をしましたが、12月支給の分

が資金繰りの都合で全額支給できず、一部未

払い処理となってしまいました。この給与は

全額損金の額に算入できるでしょうか？                           

                                              

Ａ：損金算入することができます。 

【解説】 

事前確定届出給与とは、役員の給与につい

て、所定の時期に確定した額を支給すること

をあらかじめ所轄税務署長に届出することに

よって、役員給与の損金算入を認めるとする

制度です。 

したがって、その届出をした金額と実際に

支給した金額が異なる場合には、事前確定届

出給与に該当せず、原則として、その支給額

の全額が損金の額に算入されないこととなり

ます。 

ところで、ご質問のように、支給額が資金

繰りの都合で一部が未払いになったという場

合ですが、この場合には、その支給が資金繰

りの都合で支給できなかったということにつ

いて、客観的、合理的に説明でき、資金繰り

の都合がつき次第支給しているような場合で

あれば、事前確定届出給与として、損金算入

が認められるものと思われます。 
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